
ここ最近、「長時間労働」に関するニュース

をよく耳にするようになりました。長時間労働

が続くと、健康障害へのリスクが高まるという

ことで長時間労働の是正に向けた取り組みにつ

いて、国でも力を入れています。

具体的には、長時間労働の疑いがある事業所

（製造業、運輸業など）へ労働基準監督職員が

訪問をし、各労働者のタイムカード等から労働

時間が適正であるか、時間外労働をさせている

場合、時間外・休日労働に関する協定書（以

下：３６協定）がきちんと締結され、管轄の労

働基準監督署へ届出をしているか等調査を行っ

ているようです。（本来、従業員に時間外労働

を行わせる場合、事前に管轄労働基準監督署へ

申請・許可（36協定）が必要となります）

調査を行った結果、主な違反項目として

①「３６協定の届出なく時間外労働を行わせて

いた」、もしくは「３６協定の届け出はしてい

たが、３６協定で定める時間を超えて時間外労

働を行わせていた」

調査対象となった事業所の約半数で不適正で

あったとのことです。不適正と認められた事業

所のうち、時間外労働が月８０時間を超えてい

た事業所もあったようです。

②賃金不払残業

法定労働（１日８時間）時間を超えて労働を

行わせた場合、割増賃金（通常の賃金の1.25

平成２９年１０月１日より、埼玉県の最低賃

金が２６円引き上げられ、時間額が８７１円と

なりました。

自社の賃金が最低賃金額以上となっているのか、

アルバイト・パートのみならず正社員について

もご確認下さい。

倍の率）が必要となりますが、割増賃金の計算

をしていなかった事業所も多くあったそうです

（計算誤りを除く）

尚、本年度、36協定にて月80時間以上の時

間外労働の上限を設定している事業所には、適

正な労働時間管理を促す目的で、労働局より

「自主点検表」が送付されています。

行政による調査は、今後も強化される見通し

です。これを機に自社ではどのような労務管理

を行っているか、確認をしてみましょう
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なければ、人件費増加が業績悪化を招くことになりか

ねません。

＜課題４＞同一労働同一賃金の推進

非正規雇用（パート、アルバイト、契約社員）と正

規雇用（正社員）の賃金格差の是正を図るため法規制

が強化されます。「同一労働同一賃金」は同じ仕事を

していれば、同じ賃金を払わなければならないという

考え方です。中小企業の場合は、役割や責任の範囲が

曖昧なことが多く、人事評価制度で何を求めるかを明

確にしておかなければ、今後、扱いが難しくなってし

まいます。

＜課題５＞労務リスク対策

未払い残業代請求、長時間労働によるうつ病・

体調不良による労災の発生と損害賠償請求など様々な

労務リスクへの対策が必要です。また、業績の良くな

い社員の給与を下げたときに、不満をもたれ訴えられ

るリスクも考えられます。人事制度で昇給・降給ルー

ルを明確化し、根拠を示すことで、リスク回避につな

がります。

今回は、中小企業が直面する「５つの課題」と人事

評価制度についてお話します。

＜課題１＞労働力人口の減少による人材確保難

中小企業にとっては、益々人材確保が難しくなって

います。2017年中小企業白書によれば、働く人が企

業に求めることの中に「人事評価制度の明確化」を約

6割の人が挙げているそうです。働く人から選ばれる

会社になるために魅力ある会社づくりが求められてい

ます。

＜課題２＞政府による長時間労働の規制

労働者の健康への配慮とワークライフバランスの観

点より今後、規制が強化されます。それに伴い労働基

準監督署の調査も頻繁に行われる見込みです。だから

と言って、残業をさせなければ、その分社員の給与は

下がってしまいます。生産性を上げて時間を圧縮した

ら、それを評価する仕組みがなければモチベーション

は低下し企業の競争力に影響が出てしまうことも…。

＜課題３＞最低賃金上昇に伴う人件費の増加

政府は、毎年３％UPさせて、全国平均を1000円

にする予定です。人件費の上昇に伴い社会保険料の負

担も増加します。今まで以上に生産性の向上を図ら


